
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年８月１９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２１年７月５日 １１時０７分ごろ 

発生場所 千葉県銚子市 名洗港銚子マリーナ南防波堤灯台から真方位３２９°３４

０ｍ付近（概位 北緯３５°４２.５′ 東経１４０°５０.０′） 

事故調査の経過  平成２１年７月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか２人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 水上オートバイ ＴＯＳＨＩ
ト シ

 Ⅳ
フォア

、０.２トン 

   ２５０－５３５４３大阪、個人所有 

   ２.９３ｍ(Lr)×１.１６ｍ×０.４４ｍ、ＦＲＰ 

    ガソリン機関、１７４kＷ、平成２０年５月 

Ｂ 水上オートバイ Ｒ Ｘ Ｐ
アールエックスピー

－ Ｘ
エックス

、０.１トン 

   ２３２－３９５０５茨城、個人所有 

   ２.６９ｍ(Lr)×１.１３ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

    ガソリン機関、１８７kＷ、平成２０年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ３７歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

   免 許 登 録 日 平成１０年６月２６日 

免許証交付日 平成２０年６月２４日 

（平成２５年６月２５日まで有効） 

Ｂ 船長 男性 ３５歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

   免 許 登 録 日 平成１１年９月２７日 

免許証交付日 平成２０年１０月２３日 

（平成２６年９月２６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に凹損 

Ｂ 左舷船首部に凹損 

 事故の経過 Ａ船及びＢ船は、それぞれに船長１人が乗り組み、名洗港銚子マリーナ

海水浴場で開催された７艇による水上オートバイレースにおいて、平成２

１年７月５日（日）１１時０６分ごろ一斉にスタートした。 

 

Ａ船及びＢ船の約５０メートル前方には２艇が先航し、先航する２艇に

よる航走波が発生していた。 

船長Ａは、５番ブイを右舷に見て右旋回し、次の６番ブイに向け、約１
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００km/h の対地速力で航走し、６番ブイを左舷に見て左旋回しようとした

とき、右舷側をほぼ並航していたＢ船が速力を上げてＡ船の右舷船首方か

ら正船首方に飛び出してスピン（船首を軸に船尾が大きく振れて１８０度

旋回）した状態になり、１１時０７分ごろ、Ａ船の左舷船首部とＢ船の左

舷船首部が衝突した。 

船長Ａは、Ｂ船を乗り切ったのち、直ちに引き返して、駆けつけたレー

スの監視員とともに、落水してうつ伏せ状態の船長Ｂを救助した。 

船長Ｂは、病院に搬送されたが、１２時０５分ごろ死亡が確認され、死

因は全身打撲による外傷性気胸（両側）と検案された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ２ 

海象：平穏 

 その他の事項 事故当時のレースは、Ａ級ライセンスの決勝レースで、スタート後１～

２番ブイを左舷に見て通過したのち、３～６番ブイまでがジグザグに設置

され、その後７～１２番ブイを通過する１周約１分３０秒のコースを８～

１０周することとなっていた。 

船長Ａは、ヘルメット、すね当て、救命胴衣及びセイフティジャケット

（上半身の周囲を保護する胴衣）を着用していた。 

船長Ｂは、ヘルメット、すね当て及び救命胴衣を着用し、背中には脊髄

パットを当てていたが、セイフティジャケットを着用していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ船 なし、Ｂ船 不明 

Ａ船 なし、Ｂ船 不明 

なし 

Ａ船及びＢ船が名洗港で水上オートバイのレー

ス中、両船がともにブイを左舷に見て左旋回しよ

うとした際、Ａ船の右舷船首方から正船首方に飛

び出したＢ船が、Ａ船の船首至近でスピンして速

力がほぼ停止し、Ａ船が避けられずに衝突した可

能性があると考えられる。 

Ｂ船長が全身打撲による外傷性気胸で死亡する

に至ったことに、セイフティジャケットを着用し

ていなかったことが関与した可能性があると考え

られるが、その詳細を明らかにすることはできな

かった。 

原因 本事故は、Ａ船及びＢ船が名洗港で水上オートバイのレース中、Ａ船の

右舷船首方から正船首方に飛び出したＢ船が、Ａ船の船首至近でスピンし

たため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 

 




